
9 議会だより

七尾市議会の採決結果や詳しい答弁内容はホームページにて公開しています。

■
復
興
公
営
住
宅
の
完
成
見
込
み
と
市
民
へ
の
周
知
に
つ
い
て

復
興
公
営
住
宅
整
備
の

　
　
　
　
　

見
え
る
化
と
丁
寧
な
周
知
を
！

恒
久
的
な
住
ま
い
の
確
保
は
生
活
再
建
の
基
盤
で
あ
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
再
生
に
直
結
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
七
尾
市
で
は
復
興
公
営

住
宅
３
８
８
戸
を
整
備
し
、
最
も
早
い
入
居
開
始
は
令
和
８
年
８
月
と
さ
れ
て
い

る
が
、
市
民
か
ら
は
完
成
時
期
が
分
か
ら
な
い
と
の
声
が
あ
り
、
見
え
る
化
と
丁

寧
な
周
知
が
必
要
と
考
え
る
。
各
団
地
の
完
成
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
入
居
開
始
時
期

を
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
、
市
民
へ
の
周
知
方
法
に
つ
い
て
市
の
見
解
を
伺
う
。

復
興
公
営
住
宅
の
入
居
予
定
時
期
は
、
小
丸
山
団
地
が
令
和
８
年
８
月
、

中
島
第
２
団
地
と
田
鶴
浜
第
１
団
地
が
令
和
９
年
４
月
、
中
島
第
１
団
地

と
能
登
島
団
地
が
令
和
９
年
６
月
、
田
鶴
浜
第
２
・
第
３
団
地
が
令
和
９
年
10
月
、

石
崎
団
地
と
香
島
団
地
が
令
和
10
年
２
月
、
西
湊
、
矢
田
郷
、
東
湊
、
御
祓
、
袖

ケ
江
の
各
団
地
が
令
和
10
年
４
月
を
目
指
し
て
い
る
。

　

周
知
に
つ
い
て
は
、
入
居
事
前
申
込
調
査
時
に
直
接
説
明
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
整
備
予
定
戸
数
、
間
取
り
イ
メ
ー
ジ
、
住
宅
形
式
、
入
居
予

定
時
期
、
工
事
進
捗
な
ど
を
掲
載
し
、
随
時
更
新
し
て
い
る
。
さ
ら
に
広
報
誌
や

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
、
今
後
も
市
民
に
分
か
り
や
す
く
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
く
方

針
で
あ
る
。
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問
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質
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中西 庸介 議員
（新政会）

■
中
島
地
域
の
暮
ら
し
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方

支
所
再
開
の
要
望
と
、
地
域
と
行
政
が
協
力
し
て

で
き
る
こ
と
！

中
島
地
域
で
は
市
役
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
不
便
で
、
高
齢
者
に
と
っ
て
は

書
類
取
得
や
相
談
の
た
め
に
七
尾
市
役
所
へ
行
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

以
前
あ
っ
た
中
島
支
所
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
、
住
民
か
ら
再
開
を
求
め
る
声
が
強

く
、
今
回
の
選
挙
で
も
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
能
登
島
や
田
鶴
浜
に
は
直
行
バ
ス
が

あ
る
が
、
中
島
に
は
な
く
、
鉄
道
利
用
も
跨
線
橋
の
昇
降
が
高
齢
者
に
は
負
担
で

あ
る
。

　

ま
た
、
震
災
後
の
相
談
も
増
え
て
お
り
、
身
近
な
行
政
窓
口
が
必
要
で
あ
る
。

七
尾
市
震
災
復
興
ゆ
め
基
金
を
活
用
し
、
職
員
を
常
駐
さ
せ
る
な
ど
の
方
法
も
検

討
で
き
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
①
中
島
支
所
再
開
の
可
能
性
、
②

で
き
な
い
場
合
の
理
由
、
③
基
金
を
使
っ
た
対
応
の
可
否
に
つ
い
て
伺
う
。

中
島
支
所
は
平
成
16
年
の
合
併
後
に
設
置
さ
れ
、
行
財
政
改
革
に
よ
り
平

成
29
年
度
か
ら
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
に
縮
小
、
令
和
元
年
度
末
に
廃

止
し
て
い
る
。
理
由
は
職
員
数
減
少
と
効
率
的
な
行
政
運
営
の
た
め
で
あ
る
。
現

在
も
職
員
数
は
計
画
を
下
回
り
、
財
政
面
で
も
厳
し
く
、
窓
口
業
務
再
開
は
困
難

で
あ
る
。
ゆ
め
基
金
は
地
域
づ
く
り
支
援
が
目
的
で
あ
り
、
行
政
職
員
配
置
に
は

使
用
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
地
域
づ
く
り
協
議
会
が
相
談
や
取
次
ぎ
に
対
応
し
て

お
り
、
今
後
も
連
携
を
続
け
る
予
定
で
あ
る
。
証
明
書
取
得
や
相
談
対
応
な
ど
課

題
を
整
理
し
、
行
政
と
地
域
で
役
割
分
担
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
感
じ
て
い

る
。

 

一
般
質
問

質答

山花　剛 議員
（七尾のみらいをつくる会）
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